
投票できる人

　平成12年６月25日以前に生まれた人で、平成30年

３月６日以前から引き続き湖南市の住民基本台帳に

記録されている人

※ 平成30年３月７日以降に滋賀県内の他の市町から

湖南市へ転入してきた人については、前住所地で

投票ができる場合があります。ただし、投票の際に

「引き続き県内居住証明書」を提示するか、引き続

き住所を有することの確認を受ける必要がありま

す。詳しくは、前住所地の市町の選挙管理委員会へ

お尋ねください。

投票所には投票所入場券をお忘れなく

　選挙人の確認と投票事務がスムーズに進むよう、

必ず投票所入場券を持参し、入場券に記載されてい

る投票所で投票してください。

※ 投票所入場券を持参しなくても、本人が投票所の

受付に申し出ることで投票することができます。

不在者投票

　次のいずれかに該当する人は、不在者投票を利用

して投票できます。いずれも手続きなどに日数がか

かりますので、早めに問い合わせてください。

● 旅行や出張などで、投票日当日の投票や期日前投

票ができない人

　滞在先の選挙管理委員会での不在者投票

● 不在者投票施設として指定された病院または老人

ホームなどに入院・入所中の人

　当該施設内での不在者投票

● 身体障害者手帳などを持っていて、法令の定める

要件に当てはまる人

　郵便による自宅などでの不在者投票

選挙公報の配布

　選挙公報は、郵送により全戸配布します。

開票を参観できます

　場内では係員の指示に従ってください。

■日時　６月24日（日）　午後９時15分～

■場所　共同福祉施設（サンライフ甲西）

期日前投票所を設置します

　投票日当日に投票所に行けない人は利用してくだ

さい。

■場所・期間　

● 東庁舎３階第２会議室（エレベーターあり）

　６月８日（金）～23日（土）

●西庁舎１階ロビー

　６月16日（土）～23日（土）

■時間　午前８時30分～午後８時

■持ち物　投票所入場券

※ 選挙権を有する人でも、投票しようとする日に18

歳未満の人は、期日前投票ができません。その場合

は、不在者投票を利用して投票できますので、問へ

お越しください。

滋賀県知事選挙
告 示 日　６月７日木
投 票 日　６月24日日
投票時間　午前７時～午後８時

問湖南市選挙管理委員会事務局

　（総務課）〔東庁舎〕

　☎71 ● 2357　 72 ● 3390　滋賀県知事選挙が６月24日投・開票の日程で行われます。一票の

権利を大切に、棄権せず投票しましょう。

　詳しくは市ホームページをご覧ください。

　住民票は選挙人名簿への

登録など様々な行政サービ

スにつながる大切な情報で

すので、忘れずに手続きを

しましょう。
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